
※Aさんの場合、所得税率5%、個人住民税所得割額を135,500円とする。

【注①】
　特例控除額の上限（住民税所得割額の1割）を超えても基本控除額は適用されるが、地方公
共団体以外に対する寄付金とあわせて、住民税の寄付金控除の対象となる寄付金の限度額
（控除対象限度額）は総所得金額等の30％である。

≪Ａさんが、鯖江市に15,000円寄付した場合≫

所得税の所得控除による税額軽減額　650 円
【計算式】（寄附金－2,000円）×所得税率

住民税の税額軽減額
　12,350 円

住民税の特例控除額　11,050 円
【計算式】（寄附金－2,000円）×（90%－所得税率）
■この場合、住民税の特例控除額の上限（＝個人住民税所得割額の1割）は、13,550円
■所得税の限界税率に応じて90％～50％で変動（このケースは85％）

住民税の基本控除額　1,300 円
【計算式】（寄附金－2,000円）×10%
■10％一律

●○● 寄附した場合の控除額モデルケース ●○●

寄付金寄付金寄付金寄付金　　　　15151515,,,,000 000 000 000 円円円円

適用下限額
（寄付金控除対象外）

2,000 円

寄付控除対象額　13,000 円
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A：寄付額

B：税の軽減額

所得税

個人住民税〈基本控除〉

個人住民税〈特例控除〉

C：自己負担額（A-B）

内
訳

(45才)
専業主婦

(17才)
高校生

(13才)
中学生

（扶養家族）

Ａさん（47才）
給与収入
500万円

このこのこのこの場合場合場合場合、、、、自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額はははは2222,,,,000000000000円円円円


